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「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに

光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」の一部改正に

ついて 

 

 

別添１－４ オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用） 

 

 

１ 第１章の３の（４）のイ レセプト共通レコード中 

「 

都道府県 数字 ２ 可変 

１ 医療機関の所在する都道府県コード（別表２）

を記録する。 

２ 都道府県コード（別表２）については、省略し

ても差し支えない。※ 

点数表 数字 １ 可変 

１ 医療機関が使用する点数表コード（別表３）を

記録する。 

２ 点数表コード（別表３）については、省略して

も差し支えない。※ 

医
療
機
関
名
称
・
所
在
地 

コ
ー
ド 

医療機関 数字 ７ 可変 

１ 医療機関について定められた医療機関コードを

記録する。 

２ 医療機関コードについては、省略しても差し支

えない。※ 

※ 記録する場

合は全て正しく

記録し、省略す

る場合は、全て

省略する。 

                                                  」 

 を 

「 

都道府県 数字 ２ 可変 

１ 医療機関の所在する都道府県コード（別表２）

を記録する。 

２ 処方せんの発行がない場合は、記録を省略する。 

点数表 数字 １ 可変 

１ 医療機関が使用する点数表コード（別表３）を

記録する。 

２ 処方せんの発行がない場合は、記録を省略する。 

医
療
機
関
名
称
・
所
在
地 

コ
ー
ド 

医療機関ﾞ 数字 ７ 可変 

１ 医療機関について定められた医療機関コードを

記録する。 

２ 処方せんの発行がない場合は、記録を省略する。 

平成２２年１０

月調剤（１１月

請求）分（平成

２２年９月以前

に交付された処

方せんによる調

剤分を除く。）か

らは記録を必須

とする。 

                                                   」 

 に 
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「 

                                                 」 

 を 

「 

」 

 に 

 

「 

」 

 を 

「 

」 

 に改める。 

検索番号 数字 ３０ 可変 

１ 検索番号を記録する。 

（１７～３０桁で構成する。） 

２ 一次請求の場合は、記録を省略する。 

審査支払機関

から返戻され

る返戻ファイ

ル及び審査支

払機関に再請

求する再請求

ファイルに記

録する。 

検索番号 数字 ３０ 可変 

１ 検索番号を記録する。 

（１７～３０桁で構成する。） 

２ 審査支払機関から返戻される返戻ファイルの請求デー

タと履歴請求データ及び再審査等返戻ファイルの請求デ

ータに記録する。 

３ 審査支払機関に再請求する返戻ファイルに係る再請求

ファイルの請求データと履歴請求データ及び再審査等返

戻ファイルに係る再請求ファイルの請求データに記録す

る。 

４ その他の場合は、記録を省略する。 

一次請求の場

合は、記録を

省略する。 

記録条件仕様年月情

報 
数字 ５ 可変 

１ 記録条件仕様公表年月を“GYYMM”の形式で記録す

る。 

２ 一次請求又は再請求の場合は、記録を省略する。ただ

し、履歴管理ブロックの履歴請求データについては、

審査支払機関で記録されたままとする。 

 

記録条件仕様年月情

報 
数字 ５ 可変 

１ 記録条件仕様公表年月を“GYYMM”の形式で記録す

る。 

２ 審査支払機関から返戻される返戻ファイルの請求デ

ータと履歴請求データ及び再審査等返戻ファイルの請

求データに記録する。 

３ 審査支払機関に再請求する返戻ファイルに係る再請

求ファイルの履歴請求データに記録する。 

４ その他の場合は、記録を省略する。 

１ 一次請求

の場合は、記

録 を 省 略 す

る。 

２ 履歴請求

データについ

ては、審査支

払機関で記録

されたままと

する。 
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２ 第１章の３の（４）のウの（ア） 保険者レコード中 

 

「 

」 

 を 

「 

」 

に改める。 

 

職務上の事由 数字 １ 可変 

１ 船員保険の被保険者については、職務上の取扱いと

なる場合のみ職務上の事由コード（別表８）を記録す

る。 

２ 共済組合の船員組合員については、下船後３月以内

の傷病で職務上の取扱いとなる場合のみ職務上の事

由コード（別表８）を記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

 

職務上の事由 数字 １ 可変 

１ 船員保険の被保険者については、職務上の取扱いと

なる場合のみ職務上の事由コード（別表８）を記録す

る。ただし、「１職務上｣及び「３通勤災害」については、

災害発生時が平成２１年１２月３１日以前のものに限

る。 

２ 共済組合の船員組合員については、下船後３月以内

の傷病で職務上の取扱いとなる場合のみ職務上の事

由コード（別表８）を記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 
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３ 第１章の３の（４）のエの（ア） 処方基本レコード中 

「 

用
法 

用法コード 数字 ３ 可変 

１ 内服薬、浸煎薬、湯薬及び一包化薬の場合は、

用法コード（別表１１）を記録する。 

２ 上記以外（材料除く）で未コード化用法コード

を使用しない場合は、コメントレコードを使用し

用法を記録する。 

３ 材料の場合は、記録を省略しても差し支えない。 

 

」 

を 

「 

用
法 

用法コード 数字 ３ 可変 

１ 内服薬、浸煎薬及び湯薬の場合は、用法コード

（別表１１）を記録する。 

２ 上記以外（材料除く）で未コード化用法コード

を使用しない場合は、コメントレコードを使用し

用法を記録する。 

３ 材料の場合は、記録を省略しても差し支えない。 

 

」 

に改める。 
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４ 第１章の３の（４）のエの（イ） 調剤情報レコード中 

「 

調剤数量 数字 ３ 可変 

１ 調剤数量を記録する。 

２ 特定器材の場合は、「支給回数」を記録する。 

３ 内服薬及び一包化薬以外の場合は、必ず“1”を記

録する。 

４ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁まで

の記録としても差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 

「 

調剤数量 数字 ３ 可変 

１ 調剤数量を記録する。 

２ 特定器材の場合は、「支給回数」を記録する。 

３ 内服薬及び湯薬以外の場合は、必ず“1”を記録す

る。 

４ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁まで

の記録としても差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 に 
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「 

算定先Ｎｏ 数字 ２ 固定 

１ 一包化薬以外の場合で、調剤料を算定する場合

及び算定可能剤数を超えるため、調剤料を算定し

ない場合は、当該調剤料の属する処方Ｎｏを記録

する。 

２ 一包化薬及び内服薬の場合で、漸減療法等によ

り、調剤数量を合算する別の処方があるために、

調剤料を算定しない場合は、その処方Ｎｏを記録

する。 

３ 一包化薬で上記以外の場合、当該調剤料の属する

処方Ｎｏを記録する。 

４ 内服薬の場合で、服用時点が同一となる別の処方

があるために、調剤料を算定しない場合は、その処

方Ｎｏを記録する。ただし、別の処方が同一レセプ

トに存在しない場合は、“00”を記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード 数字 ９ 可変 

１ 当該調剤料について、定められた調剤料コード

を記録する。 

２ 分割調剤、漸減療法を行った場合及び内服薬（一

包化薬の内服部分）の場合は、調剤料点数にかか

わらず、その処方せん受付回の調剤数量に対応し

た調剤料コードを記録する。 

３ 特定器材の場合は、記録を省略する。 

 

調
剤
料 

負
担
区
分
・
算
定
区
分･

算
定
先･

コ
ー
ド
・
点
数 

点数 数字 ４ 可変 

１ 調剤料の点数を記録する。 

２ 分割調剤を行った場合は、第２回目以降の調剤

は、第１回目の調剤から通算した日数に対応する

調剤料から前回までに請求した調剤料の点数を減

じた点数を記録する。 

３ 内服薬（一包化薬の内服部分）の場合、一包化

薬としての調剤から通算した日数に対応する内服

薬調剤料から一包化薬として調剤した日数に対応

する内服薬調剤料の点数を減じた点数を記録す

る。 

４ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁まで

の記録としても差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               」 

を 
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「 

算定先Ｎｏ 数字 ２ 固定 

１ 調剤料を算定する場合及び算定可能剤数を超え

るため、調剤料を算定しない場合は、当該調剤料

の属する処方Ｎｏを記録する。 

２ 内服薬の場合で、漸減療法等により、調剤数量

を合算する別の処方があるために、調剤料を算定

しない場合は、その処方Ｎｏを記録する。 

３ 内服薬の場合で、服用時点が同一となる別の処方

があるために、調剤料を算定しない場合は、その処

方Ｎｏを記録する。ただし、別の処方が同一レセプ

トに存在しない場合は、“00”を記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード 数字 ９ 可変 

１ 当該調剤料について、定められた調剤料コード

を記録する。 

２ 分割調剤、漸減療法を行った場合は、調剤料点

数にかかわらず、その処方せん受付回の調剤数量

に対応した調剤料コードを記録する。 

３ 特定器材の場合は、記録を省略する。 

 

調
剤
料 

負
担
区
分
・
算
定
区
分･

算
定
先･

コ
ー
ド
・
点
数 

点数 数字 ４ 可変 

１ 調剤料の点数を記録する。 

２ 分割調剤を行った場合の第２回目以降の調剤料

は、第１回目の調剤から通算した日数に対応する

調剤料から前回までに請求した調剤料の点数を

減じた点数を記録する。 

３ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁まで

の記録としても差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

                                               」 

 に 

 

「 

一包化日数 数字 ３ 可変 

１ 内服薬（一包化薬の内服部分）の場合は、一包

化薬として投与した数量を記録する。 

２ 上記以外の場合は、記録を省略する。 

 

 

 

」 

を 

「 

一包化日数 数字 ３ 可変 

１ 一包化加算の算定対象となる剤の場合、当該剤の

調剤数量のうち一包化として投与した数量を記録

する。 

２ 上記以外の場合は、記録を省略する。 

 

 

 

」 

 に改め、 
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「 

分

割

調

剤  

前回までの一包化

日数 
数字 ３ 可変 

１ 一包化の分割調剤を行った場合、前回までの一

包化を行った数量を記録する。ただし、初回の場

合は、記録を省略する。 

２ 有効桁数が３桁に満たない場合は、有効桁まで

の記録としても差し支えない。 

３ 分割調剤以外の場合は、記録を省略する。 

 

」 

を追加する。 
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５ 別表３ 点数表コード表中 

 

「 

コ ー ド 名  コ ー ド  内 容  

１ 医 科  
点 数 表 コ ー ド  

３ 歯 科  

｣      

を追加する。 

 

 

６ 別表７ レセプト特記事項コード表中 

 

「 

コード名 コード 内容 

レセプト特記事項コード １５ 経 過 

                                                 」 

を削除する。 

 

 

７ 別表１０ 剤形コード表中 

 

「 

コ ー ド 名  コ ー ド  内 容  

０ 内 服 （ 一包化薬の内服部分）  
剤形コード 

８ 一 包  

                                                 」 

を削除する。 

 

 

８ 別表１３ 算定区分コード表中 

 

「 

コ ー ド 名  コ ー ド  内 容  

算定区分コード  ５ 一包化薬の場合 

                                                 」 

を削除する。 


